
市役所からのHOT LINE市役所からのHOT LINE市役所からのHOT LINE

令和７年度「広報はちまんたい」広告代理店

【広告】この広告は、広告主の責任において市が掲載しているものです。広告の内容について市が推奨などをするものではありません。

　
市
は
下
表
に
示
す
市
営
住
宅
の

入
居
者
を
随
時
募
集
し
て
い
ま

す
。
希
望
す
る
人
は
必
要
書
類
を

そ
ろ
え
、申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

　
先
着
順
に
書
類
審
査
を
行
い
、

空
き
が
な
く
な
り
次

第
、
募
集
を
終
了
し

ま
す
。

家
賃
・
敷
金　

▽
家
賃　
八
幡
平
市
営
住
宅
条
例

に
基
づ
き
、
入
居
者
決
定
世
帯
の

収
入
に
よ
り
決
定

▽
敷
金　
入
居
時
家
賃
の
３
カ

月
分

申
込
書
の
配
布
場
所　

建
設
課

窓
口

注
意
事
項
　
市
営
住
宅
で
は
近
隣

や
他
者
へ
の
迷
惑
と
な
る
恐
れ
が

あ
る
こ
と
か
ら
、
動
物（
ペ
ッ
ト
）

の
飼
育
は
認
め
て
い
ま
せ
ん
。
ま

た
、
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行

為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律（
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市
営
住
宅
の
入
居
者
を

随
時
募
集
し
て
い
ま
す

成
３
年
法
律
第
77
号
）第
２
条
第

６
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
は
入

居
で
き
ま
せ
ん
。

問
い
合
わ
せ
先　
建
設
課
建
築
係

（
☎
・
内
線
１
３
０
６)　

　
市
は
市
民
の
居
住
環
境
の
向
上

と
、住
宅
関
連
産
業
の
振
興
に
よ

る
地
域
経
済
の
活
性
化
、定
住
促

進
を
図
る
た
め
、木
造
住
宅
の
新

築
・
増
改
築
工
事
費
に
助
成
し
ま

す
。申
請
は
必
ず
工
事
着
手
前
に

し
て
く
だ
さ
い
。

対
象
住
宅　

▽
市
内
に
居
住
す
る
目
的
で
新
築

す
る
木
造
住
宅
ま
た
は
所
有
か
つ

居
住
し
て
い
る
住
宅
で
増
改
築
す

る
木
造
住
宅
※
共
同
住
宅
、建
売
住

宅
、別
荘
な
ど
一
時
的
に
使
用
す
る

住
宅
、賃
貸
な
ど
営
利
を
目
的
と
し

た
住
宅
は
対
象
外
▽
集
合
住
宅
や

併
用
住
宅
は
、延
べ
床
面
積
の
２
分

の
１
以
上
を
居
住
用
、住
宅
用
と
し

て
使
用
し
て
い
る
住
宅
▽
過
去
に

同
助
成
を
受
け
て
い
な
い
住
宅

対
象
工
事　

▽
新
築
ま
た
は
建
築
確
認
申
請
が

必
要
な
増
改
築
で
、対
象
工
事
に
要

す
る
経
費
が
１
０
０
万
円
以
上
の

工
事
▽
集
合
住
宅
は
居
住
専
用
部

分
、併
用
住
宅
は
住
宅
部
分
を
対
象

と
す
る
工
事
▽
施
工
業
者（
法
人
ま

た
は
個
人
事
業
主
）が
施
工
す
る
工

事
▽
他
の
補
助
な
ど
を
受
け
て
い

な
い
工
事
▽
９
年
３
月
23
日
㈫
ま

で
に
完
了
報
告
が
で
き
る
工
事

表＿木造住宅新築・増改築工事助成額

対象経費 助成額

2,000万円以上 50万円

1,000万円以上2,000万円未満 40万円

500万円以上1,000万円未満 30万円

100万円以上500万円未満 20万円

※市外業者に発注した場合の助成額
　は半額

　
対
象
と
な
ら
な
い

経
費
も
あ
り
ま
す
の

で
問
い
合
わ
せ
て
く

だ
さ
い
。

対
象
者
の
条
件

▽
助
成
金
の
交
付
請
求
時
に
対
象

住
宅
を
所
有
し
、
居
住
し
て
い
る

▽
市
税
を
滞
納
し
て
い
な
い

▽
過
去
に
同
助
成
を
受
け
て
い
な
い

助
成
金
額　
市
内
の
業
者
に
発
注 詳細はこちら﻿
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木
造
住
宅
の
新
築
・
増
改

築
費
用
に
助
成
を
し
ま
す

し
た
場
合
は
左
表
の
と
お
り

申
請
期
限　
12
月
18
日
㈮

問
い
合
わ
せ
先　
建
設
課
建
築
係

（
☎
・
内
線
１
３
０
７
）
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地
域
を
守
る
市
防
犯
隊
に

武
田
直
哉
さ
ん
を
委
嘱

　
地
域
の
安
全
・
安
心
の
た
め
防

犯
パ
ト
ロ
ー
ル
や
少
年
の
非
行
防

止
活
動
な
ど
を
行
う
市
防
犯
隊
員

に
武
田
直な

お
や哉
さ
ん
＝
両
沼
＝
を
委

嘱
し
ま
し
た
。

　
任
期
は
３
月
１
日
か
ら
９
年
３

月
31
日
ま
で
で
す
。

問
い
合
わ
せ
先　
防
災
安
全
課
地

域
安
全
係（
☎
・
内
線
1
2
6
5
）

寄
付
を
い
た
だ
き
ま
し
た

【
現
金
の
寄
付
】

▼
有
限
会
社
菅
重
建
設
様
…
12
月

26
日
、
八
幡
平
市
の
地
で
縁
を
結

び
、次
世
代
の
成
長
と
笑
顔
を
育
む

事
業
に
役
立
て
て
ほ
し
い
と

1
0
0
万
円
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　
本
市
に
寄
せ
ら
れ
た
厚
意
を
紹

介
し
ま
す
。
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● 次
世
代
の
経
済
政
策
の
た
め

経
済
セ
ン
サ
ス
に
協
力
を

　
経
済
産
業
省
は
６
月
１
日
を
基

準
日
と
し
て「
令
和
８
年
経
済
セ

ン
サ
ス
活
動
調
査
」を
行
い
ま
す
。

　
こ
の
調
査
は
、
国
の
事
業
所
や

企
業
の
経
済
活
動
を
全
国
お
よ
び

地
域
ご
と
に
明
ら
か
に
し
、
各
種

政
策
や
経
営
計
画
な
ど
に
役
立
て

る
た
め
に
、
５
年
ご
と
に
行
わ
れ

る
重
要
な
調
査
で
す
。

調
査
対
象　
工
場
や
喫
茶
店
、
個

人
事
務
所
な
ど
を
含
む
す
べ
て
の

事
業
所
・
企
業

調
査
内
容　
名
称
、
所
在
地
、
経

営
組
織
な
ど
の
基
本
的
な
項
目
の

ほ
か
、
事
業
内
容
、
売
り
上
げ
、

費
用
、
設
備
投
資
費
用
な
ど
、
企

業
の
経
済
活
動
に
つ
い
て
調
査
を

行
い
ま
す
。

調
査
方
法　

対
象
の
事
業
所
に

は
、
国
か
ら
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

回
答
用
調
査
書
類
が
順
次
郵
送
さ

れ
ま
す
。
4
月
23
日
㈭
ま
で
に
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
回
答
を
お
願
い

し
ま
す
。
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● 民
生
委
員
・
児
童
委
員
に

髙
橋
さ
ん
、遠
藤
さ
ん
を
委
嘱

　
住
民
の
さ
ま
ざ
ま
な
相
談
に
応

じ
、
行
政
な
ど
の
適
切
な
支
援
や

サ
ー
ビ
ス
へ
つ
な
ぐ
民
生
委
員
・

児
童
委
員
に
、
髙
橋
文ふ

み
こ子

さ
ん
＝

下
町
一
区
＝
と
遠
藤
久ひ

さ
し志

さ
ん
＝

五
日
市
４
区
＝
が
厚
生
労
働
大
臣

か
ら
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。

　
任
期
は
２
月
１
日
か
ら
10
年
11

月
30
日
ま
で
で
す
。

　
市
は
９
年
度
採
用
予
定
の
市
職

員
採
用
試
験（
前
期
）を
行
い
ま
す
。

上
級
事
務【
若
干
名
】

平
成
４
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま

れ
た
人
で
、
大
学（
短
期
大
学
を
除

く
）を
卒
業
し
た
人
、ま
た
は
９
年
３

月
31
日
ま
で
に
卒
業
見
込
み
の
人

土
木
技
師【
1
人
】

平
成
4
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま

れ
た
人
で
、
大
学（
短
期
大
学
を
除

く
）を
卒
業
し
た
人
、ま
た
は
９
年
３

月
31
日
ま
で
に
卒
業
見
込
み
の
人

看
護
師【
3
人
】

看
護
師
免
許（
令
和
９
年
３
月
31
日

ま
で
に
取
得
見
込
み
の
人
を
含
む
）

を
有
し
、昭
和
57
年
４
月
２
日
以
降

に
生
ま
れ
た
人（
９
年
４
月
１
日
現

在
で
45
歳
未
満
）

ま
た
は
各
総
合
支
所

か
ら
交
付
を
受
け
て

く
だ
さ
い
。

受
験
申
し
込
み　

下
記
Q
R

受
験
案
内
　
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
か
総
務
課

コ
ー
ド（
採
用
サ
イ

ト
）か
ら
申
し
込
ん

で
く
だ
さ
い
。
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令
和
9
年
度
採
用
の

職
員
を
募
集
し
ま
す

　
そ
の
他
の
地
区
は

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　
地
域
福
祉
課
福

祉
総
務
係（
☎
・
内
線
1
1
1
3
）
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● マ
イ
ナ
保
険
証
で
医
療
費

助
成
の
資
格
確
認
が
可
能
に

　
４
月
１
日
か
ら
、
対
応
し
て
い

る
読
み
取
り
機
を
設
置
す
る
県
内

の
医
療
機
関
で
は
、
マ
イ
ナ
保
険

証
を
医
療
費
助
成
の
受
給
者
証
と

し
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

　
利
用
は
、
医
療
機
関
な
ど
の
受

付
窓
口
に
設
置
さ
れ
て
い
る
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
読
み
取
り
機

で「
医
療
費
助
成
の
各
種
受
給
者

証
を
利
用
す
る
」を
選
ん
で
く
だ

さ
い
。

　
市
が
発
行
す
る
紙
の
受
給
者
証

は
、
マ
イ
ナ
保
険
証
で
の
利
用
に

関
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
使

う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　
市
民
課
国
保
年

金
係（
☎
・
内
線
1
0
7
4
）◢●●
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● 水
道
使
用
開
始
の
手
続
き

余
裕
を
も
っ
て
申
し
込
み
を

表＿入居者を募集する市営住宅（全て風呂付き）

住宅名 場所 建設年度 間取り 単身

柏台第一住宅 柏台 S60～H１ 2LDK 〇

曲田住宅 安代 H１、２ 2LK 〇

湯沢住宅 松尾 H6、7 2LDK ×

湯沢住宅 松尾 H７、８ 2LDK ×

コミュニティ住宅４号棟 柏台 S62 2LDK 〇
※２＝中堅所得者向け　　　　　　　　　　　　　　　※１＝単身入居の可否

※１

※２

　
４
月
か
ら
５
月
は
水
道
使
用
開

始
の
申
し
込
み
が
集
中
し
、
希
望

日
で
の
対
応
が
難
し
く
な
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
水
道
使
用
開
始
の

手
続
き
は
、
使
用
開
始
日
の
３
日

前（
土
・
日
・
祝
日
除
く
）ま
で
に

し
て
く
だ
さ
い
。

手
続
き
方
法　
上
下
水
道
課
窓
口

ま
た
は
電
話
で
申
し
込
み

受
付
時
間　
平
日
の
午
前
８
時
30

分
か
ら
午
後
５
時
15
分
ま
で

提
出
書
類　
給
水
契
約
申
込
書

※
申
込
書
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
か
、
上
下

水
道
課
か
ら
交
付
を
受
け
て
く
だ

さ
い
。
電
話
申
し
込

み
の
場
合
は
、
後
日

郵
送
な
ど
に
よ
り
提

詳細はこちら﻿

詳細はこちら﻿

詳細はこちら﻿ 詳細はこちら﻿

出
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　
上
下
水
道
課
経

理
係（
☎
・
内
線
1
2
8
5
）

　
４
月
23
日
㈭
ま
で
に
回
答
が
無

い
事
業
所
と
、
新
設
事
業
所
に
は

調
査
員
が
訪
問
し
ま
す
。

申
込
期
限　
４
月
28
日
㈫

問
い
合
わ
せ
先　
総
務
課
行
政
係

（
☎
・
内
線
１
２
３
１
）

詳細はこちら﻿

　

詳
し
く
は
下
記

Q
R
コ
ー
ド
を
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　
総
務
課
情
報
統

計
係（
☎
・
内
線
1
2
4
4
）

詳細はこちら﻿

1617 No.370 2026（R8）．４


